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本日のお話

１．地域の創業促進について

２．域外からの資金獲得と
新規輸出１万者支援プログラムについて
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創業の実態と各国比較①
⚫ 2013年に閣議決定された「日本再興戦略」において、米国・英国レベルの開業率10％台を目指すことが掲げら
れました。2020年に閣議決定された成長戦略においても継続してKPIに位置づけられています。

⚫ 我が国の開業率は2020年度時点で5.1%であり、諸外国と比較して低い水準です。

(出典)中小企業白書（2021年版）
日本：厚生労働省「雇用保険事業年報」（年度ベース）
アメリカ：United States Census Bureau 「The Business Dynemics Statistics」
イギリス、ドイツ、フランス：eurostat

＜各国開業率の推移＞
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（出典）鈴木正明（2013年5月）「日本の企業活動の特徴は何か」を再編加工
グローバル・アントレプレナーシップ・モニター調査

（参考）創業までの４ステージ
①創業希望者：創業に関心があり、創業したいと考えているが、現在具体的な準
備を行っていない者

②創業準備者：創業したいと考えており、現在創業に向けて具体的な準備を行っ
ている者

③創業者：創業を実現した者

創業の実態と各国比較②

⚫ 我が国の創業希望者に対する創業者の割合は約４割と、諸外国と比較しても高い水準です。

→ 創業希望者が実際に創業に至るための環境は一定程度整備。

⚫ 他方、創業に無関心な者の割合は、諸外国は約2～4割である一方、我が国は約8割と高い水準
です。

→ 「創業無関心者」層を「創業関心者」に引き上げることが重要。

①創業希望者 ②創業準備者 ③創業者
創業希望者に
対する創業者の
割合（③／①）

日本 3.8% 1.5% 1.5% 38%

米国 13.6% 6.9% 4.1% 30%

フランス 13.1% 3.1% 1.2% 9%

英国 7.5% 3.1% 3.0% 40%

ドイツ 7.3% 3.0% 2.0% 28%

＜成人(18～64歳)に占める創業ステージ毎の割合＞ ＜起業無関心者の割合の推移＞

(出典)2019年版中小企業白書
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創業希望者が抱える課題
⚫ 起業を阻害する要因として、創業希望者は、①資金不足、②知識・ノウハウ不足等の課題を抱
えています。

課題①資金が不足
課題②知識・ノウハウ・技術不足

＜起業予備軍等にとっての起業阻害要因（N=10,001）＞

5(資料)独立行政法人経済産業研究所「日本の起業家と起業支援投資家およびその潜在性に関する実態調査」(2019年3月）



主な創業支援の取組

４．日本政策金融公庫による創業者への融資
５．エンジェル税制
６．オープンイノベーション促進税制

資
金
調
達

１．自治体等が行う創業支援事業への支援
２．アクセラレーションプログラム
３．インキュベーションプログラム強化発展事業

７．起業家教育事業
８．Japan Venture Awards（ＪＶＡ）

知
識
・
ノ
ウ
ハ
ウ

意
識
改
革
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知識・ノウハウ

⚫ 地方における創業促進を促進するため、産業競争力強化法に基づき、創業者にとって身近な存在である市区町
村が、「創業支援等事業計画」を策定しています。

⚫ 令和４年12月23日現在で、全国1,741のうち1,459市区町村が計画の認定を受けており（人口カバー率
98％）、平成26年度～令和3年度において約26万人の創業を実現しています。

⚫ 創業無関心者に対して創業に関する理解と関心を深める取組である、起業家教育等の創業機運醸成事業を含
計画については、225市区町村が認定を受けています。

⚫ 市区町村が地域の支援機関と連携して実施する「特定創業支援等事業」を受けた創業者は、税や日本政策金
融公庫の融資の利率引き下げなどの優遇措置が適用されます（詳細は次頁）。

1.産業競争力強化法に基づく創業支援事業への支援
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特定創業支援等事業
創業に役立つ経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が習得できる、継続して行われる個別相談
支援、複数回の授業を行う創業塾や創業セミナー等

認定市区町村
支援機関

（商工会議所、金融機関等）
連携

• 登録免許税の軽減措置

• 創業関連保証活用時の優遇

• 日本政策金融公庫の融資制度での優遇

• 小規模事業者持続化補助金の補助上限増額 等

＜特定創業支援等事業を受けた創業者に対する支援＞



＜参考＞産業競争力強化法に基づく創業支援について

各自治体において、「特定創業支援等事業」として国が認定している創業支援を受け、証明書を受
け取ることで、創業時に様々なメリットが受けられます。

登録免許税の軽減措置

設立形態 通常の税率 軽減措置適用後の税率

株式会社
資本金の額×０.７％

※１５万円に満たないときは、
１件につき１５万円

資本金の額×０.３５％
※７.５万円に満たないときは、
１件につき７.５万円

合名会社
合資会社

１件につき６万円 １件につき３万円

合同会社
資本金の額×０.７％

※６万円に満たないときは、
１件につき６万円

資本金の額×０.３５％
※３万円に満たないときは、
１件につき３万円

⚫ 新創業融資制度

新たに創業するもの、創業後税務申告未了の者に対して
条件と課されている自己資金要件（創業資金総額の１
／１０以上）を満たす者として利用できる。

⚫ 新規開業支援資金

貸付利率の引き下げが可能。

経営

財務

人材育成

販路開拓

自治体発行の

証明書

本来は創業２か月前から対象となる創業関連保証の特例に
ついて、事業開始６か月前から利用の対象になる。

「特定創業支援等事業」を受けてください
創業に必要な知識・スキルが

身に付けられます
様々な優遇を受けられるようになります

具体的な支援内容は
お住まいの自治体の
HPをチェック

（１）

創業関連保証特例活用時の優遇（２）

日本政策金融公庫の融資制度での優遇（３）

（４） 小規模事業者持続化補助金の補助上限増額

市区町村によっては、補助金や融資等、さらなる支援施策を
設けている。

（５） 自治体ごとのサポート
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知識・ノウハウ

小規模事業者が取り組む販路開拓等の取組を支援する持続化
補助金の創業枠（補助上限:200万円）の申請対象となる。
（※令和元年度補正予算・令和３年度補正予算・令和４年度補正予算）
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経済産業省のスタートアップ支援施策

⚫ 経済産業省のスタートアップ支援施策について、事業者のフェーズごとに支援施策を整
理し、簡易な表現で一冊にまとめているので、是非ご活用ください。
＜https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startup/index.html＞

https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startup/index.html
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（ご参考）その他中小企業施策全般について

■中小企業施策利用ガイドブック
https://www.chusho.meti.go.jp/
pamflet/g_book/index.html

■ミラサポPlus
中小企業向け補助金・総合支援サイト

https://mirasapo-plus.go.jp/

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/index.html
https://mirasapo-plus.go.jp/
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地域外からの所得と創業の関係

⚫ 地域で経済循環構造を構築するためには、地域内外から所得を稼ぐことが必要です。

– 地域外から稼いだ所得は地域内で分配されます。地域外から所得を稼ぐほど、地域内の資金循環額が増加し、新規
需要も生まれると考えられるため、創業のチャンスが拡大する可能性があると考えられます。

– 国全体で見た場合の地域外は、海外です。そのため、輸出等によって海外からの所得を得る必要があります。

域外からの
所得
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新規輸出１万者支援プログラム：政策の背景

⚫ 現在の円安は、輸出を新たに始める観点からは好機でもあります。この機を逃さず、こ
れまで輸出をしたことがない中小企業・地域企業でも、その準備や具体的な商談・輸出
を速やかに進められるよう、今年10月に閣議決定された経済対策に、「新規輸出１万
者支援プログラム」が盛り込まれました。

円安は、これまで輸出に積極的ではなかった中小企業等が輸出を開始し、海外市場
を開拓していく契機となり得る。全国の商工会・商工会議所が輸出に関心のある企業
を掘り起こし、専門家が伴走型支援を行うとともに、輸出向け商品開発、ブランディン
グ・プロモーション、輸出商社等との連携強化、ＥＣサイト等を活用した販路開拓強
化に取り組む中小企業等を支援するなど、「新規輸出中小企業１万者支援プログラ
ム」を推進する。（令和4年10月28日「物価高克服・経済再生実現のための総合
経済対策」）

⚫ 上記の経済対策を裏付ける令和4年度第２次補正予算が成立したことを受け、12月
16日からプログラムを開始することとなりました。

⚫ 経済産業省、中小企業庁、ジェトロ及び中小機構が一体となり、全国の商工会・商工
会議所等とも協力しながら、①新たに輸出に挑戦する事業者の掘り起こしや、②専門
家による事前の輸出相談、③輸出用の商品開発や売込みにかかる費用への補助、
④輸出商社とのマッチングやＥＣサイト出展への支援、などを一気通貫で実施します。
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新規輸出１万者支援プログラム

⚫ 商工会・商工会議所・中小企業団体中央会・金融機関等の協力を得て、輸出の可能
性を秘めた事業者を掘り起こします。

⚫ ポータルサイトで登録した中小企業に、個別カウンセリングで最適な支援策を紹介します。

ジェトロ「新規輸出1万者支援プログラム」ポータルサイト・相談窓口

など

周知・紹介

登録

ものづくり補助金
持続化補助金

•輸出向け商品に必要な設備
導入の補助

• PR動画やSNS発信の補助

•越境ECサイトに掲載するウェ
ブページ作成の補助

輸出相談

•輸出に精通した専門家が輸
出の可能性について個別相
談

•輸出に向けた経営計画の立
案から具体的な準備まで伴
走支援

ジェトロによる支援

•海外ECサイトを活用した販
路開拓支援

•輸出商社とのマッチング

•専門家による伴走支援

•新輸出大国コンソーシアム支
援機関と連携した支援

商工会 商工会議所 中小企業団体中央会 金融機関

新規輸出に挑戦する事業者

個別カウンセリングで支援策を提案
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ポータルサイトで登録して個別カウンセリング

⚫ 輸出に関心があれば、まず、ジェトロの専用ポータルサイトで登録してください。

⚫ 登録後、ジェトロの専門家が個別にカウンセリングして支援策を提案させていただきます。



①輸出の形態や展開方策を選択し、課題を洗い出し

②課題を解決して輸出を実現するための具体的な対策を提案

③既存事業を継続しつつ輸出を始めるための経営上の注意点を助言

輸出の可能性について個別相談

海外展開に向けた経営計画の立案・具体的な準備を伴走支援

①専門家が個別に、経営計画の立案から具体的な準備まで伴走支援

②輸出開始後も、経営計画の見直しや輸出の成果を高める方策を助言

16

輸出相談（中小機構による伴走型ハンズオン支援）

⚫ 輸出を検討中の中小企業を対象に、中小機構に登録された専門家が輸出の可能性に
ついて相談に応じます。

⚫ その上で、専門家による伴走支援で海外展開に向けた経営計画の立案、具体的な準
備項目の抽出を行います。
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類型 補助率 補助額 補助対象経費

1.海外直接投資

2.海外市場開拓

3.インバウンド市場開拓

4.海外事業者との共同事業

1/2

小規模事業者
・再生事業者
の場合

2/3以内

100万円
～3,000万円

①機械装置・システム構築費、②
技術導入費、③専門家経費、④
運搬費、⑤クラウドサービス利用費、
⑥原材料費、⑦外注費、⑧知的
財産権等関連経費、⑨海外旅費、
⑩広告宣伝・販売促進費（類型
2.海外市場開拓の場合）

グローバル市場開拓枠の内容

ものづくり・商業・サービス補助金

⚫ 令和元年度補正予算からグローバル展開型を創設し、海外事業の拡大・強化等を目的
とする設備・システム投資等を補助します。

⚫ 今回、グローバル展開型をグローバル市場開拓枠に改め、支援内容を拡充します。

⚫ 具体的には、補助下限額を1,000万円から100万円に引き下げ、ブランディングやプ
ロモーション等に要する費用を補助対象経費も補助する類型を設けます。
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類型 補助率 補助額 補助対象経費

1.通常枠
2.賃金引上げ枠
3.卒業枠
4.後継者支援枠
5.創業枠
6.インボイス枠

2/3

②のうち
赤字事業者は

3/4以内

50万円
～200万円

【インボイス特例】
インボイス発行事業者に転換す
る事業者が申請する場合は、一
律補助上限を50万円引上げ。

①機械装置等費、②広報費、
③ウェブサイト関連費、
④展示会等出展費、⑤旅費、
⑥開発費、⑦資料購入費、
⑧雑役務費、⑨借料、⑩設備
処分費、⑪委託・外注費

小規模事業者持続化補助金の内容

※【インボイス特例】は、令和4年度第2次補正予算により拡充。それに伴い、「⑥インボイス枠」は終了。
※令和元年度・3年度補正予算事業において「インボイス枠」で採択された事業者は、令和4年度第2次補正予算における補助上
限上乗せ（インボイス特例）の対象外。

小規模事業者持続化補助金

⚫ 小規模事業者が自ら経営計画を策定し実施する、越境ECサイト構築、越境ECサイト
への出展や海外の展示商談会への参加などを含む販路開拓や、販路開拓等と併せて
行う業務効率化の経費を補助します。



④その他の支援

③専門家による伴走支援②輸出商社とのマッチング①海外ECサイトを活用した販路開拓支援

⚫ 海外ECサイトに日本商品特設サイト
JAPAN MALLを設け、日用品や食品等
日本商品の販売を支援。

⚫ 海外ECサイトの商品買付けをジェトロがサ
ポートし、原則、国内納品・国内買取・円
建て決済で取引が完結。複雑な輸出手続
が不要なため初心者も輸出しやすい。

⚫ 中小企業海外展開現地支援プラットフォーム：現地に精通したコーディネーターが、個別の相談に応じて、市場
調査・相談、連携する現地企業のリストアップ、商談アポイントメント取得などのサービスを提供。

⚫ 海外見本市・展示会/商談会の出展支援 など

⚫ 国内の輸出商社とのマッチ
ングを支援。

⚫ 貿易実務や現地販売など
を輸出商社に託せるため、
日本にいながらリスクを抑え
た輸出が可能。

戦略策定から計画作成、実行、成約まで
伴走支援

戦略策定
支援

貿易実務
バイヤー選定支援

商談
支援

伴走支援
専門家

※このほか、基準認証、法務、税務・会計、物流等の
個別課題に対応するスポット支援専門家も活用

⚫ 各国・地域に精通した専門
家が継続的に訪問相談・
商談同席・海外同行などに
より伴走支援。

⚫ 輸出に必要な金融、知財
等に係る関連機関の支援
策も紹介。
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ジェトロによる支援

⚫ 様々な商品を対象に、海外ECサイトを活用した販路開拓支援、輸出商社とのマッチン
グ支援、専門家の伴走支援などを通じ、新規輸出に挑戦する事業者を後押しします。
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新規輸出１万者支援プログラムの登録促進に御協力をお願いいたします！

■ポータルサイト
https://www.jetro.go.jp/ichiman
-export.html

■チラシ
https://www.jetro.go.jp/ext_images/
ichiman-export/pdf/doc1216.pdf

https://www.jetro.go.jp/ichiman-export.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/ichiman-export/pdf/doc1216.pdf

